
（５月25日　下大池教員住宅北側花壇にて）

花いっぱい運動

　花いっぱい運動の一環で、村内各地で色鮮やかな花が植えられました。花は景観がよくなるだけでなく、その
美しい色彩や、芳しい香りで、人々の心を豊かにしてくれます。ご自身の周りでも花をいっぱいにして、心豊か
な日々の一助としてみてはいかがでしょうか。
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人　口=8，763人　（前月比－9）
　男　=4，332人　（前月比－12）
　女　=4，431人　（前月比＋3）
世帯数=3，052世帯（前月比＋6）
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■山形村国民健康保険よりお知らせ
■病後児保育事業のご案内
■いちいの里からこんにちは！
■アレチウリ駆除研修会

広報やまがたは
村のホームページでも見ることができます。
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　病気の回復期（病状が安定していて、回復に向かっている時期)で、保育園に登園できる状態で
も、集団生活に戻るのは少し心配…
　そんな時、専用の病後児保育室でお子さんをお預かりし、看護師と保育士が保育を行ないます。

【実施施設】　子育て支援センターすくすく病後児保育室
　　　　　　　山形村3817番地１
　　　　　　　TEL：0263-98-5600
【対象児童】　次のいずれにも該当すること
　　　　　　　　①　保護者が村内在住または村内に勤務している
　　　　　　　　②　生後６ヶ月経過後から小学校６年生まで
　　　　　　　　③　保護者の勤務などで、家庭で保育ができない状況である
　　　　　　　　④　病気の回復期（感染症は治癒している）である
【利用定員】　１日につき３人
【利 用 日】　月曜日から金曜日（土・日・祝日・年末年始はお休みです）
【利用時間】　午前８時から午後６時まで
【利用期間】　１回連続５日以内
【利用方法】　事前に登録が必要です。
　　　　　　　※登録に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
　　　　　　　※緊急時はご相談ください。
　　　　　　　　　①　子育て支援課窓口へ山形村病後児保育事業登録票を提出してください。
　　　　　　　　　②　母子健康手帳、印鑑を持参してください。
　　　　　　　　　　 （予防接種歴などの確認をします）
　　　　　　　　　③　登録書類は、子育て支援課または各保育園でお渡ししています。
　　　　　　　　　④　登録の有効期間は、登録年度の３月31日までです。
　　　　　　　　　　　※継続する場合は、改めて登録が必要です。

お問い合わせ　子育て支援課（子育て支援センターすくすく内） ☎98-5600

平成30年７月開設・・

病後児保育事業のご案内
平成30年７月開設・・

病後児保育事業のご案内
平成30年７月開設・・

病後児保育事業のご案内

【利用料金】

※認定区分が「保育標準時間」である場合は、利用時間が８時間を超える（午後６時まで）場合
　の利用料は無料となります。

生活保護世帯

市町村民税が非課税世帯

均等割のみの世帯

ひとり親家庭等

　　上記以外の世帯

保育園、幼稚園、認定こど

も園に在園している児童

上記以外の児童

保育園、幼稚園、認定こど

も園に在園している児童

上記以外の児童

村内に住所を有しないが、村内に勤務している保護者の

児童

利用時間が８時間

以内の場合

利用時間が８時間

を超える場合

１時間当たりの負担額

区　分

無料 無料

無料 無料

無料 200円※

200円 200円

400円 400円

お問い合わせ　住民課　☎98-3112

49,535,201円
●国保から医療機関等へ支払った金額（４月診療分）

※この金額は療養給付費・療養費・高額療養費・精神給付の合計です。
（前年同月額：52,848,726円）

山形村国民健康保険から医療費情報をお知らせします山形村国民健康保険から医療費情報をお知らせします山形村国民健康保険から医療費情報をお知らせします

こんなとき 届け出に必要なもの
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の扶養資格がなくなったとき
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の扶養になったとき
就学のため村から転出する場合
（山形村国保の保険証が転出先でも使用できるようになります。）
保険証が破れた・汚れた・なくしたとき

扶養資格喪失証明書・印鑑
離職証明書（退職証明書）・印鑑

保険証（新・旧両方必要です。）
印鑑

在学証明書・印鑑

使えなくなった保険証・印鑑

加
入

国
保
に
喪
失

国
保
を

そ
の
他

マイナンバー
　（個人番号）
　通知カード
※各手続きにお
　いてマイナン
　バーの記載が
　必要になりま
　す。

～こんなときは必ず届け出を～

　国保税における負担の公平性を図るため、「軽減措置の拡充」と「課税限度額の引き上げ」が盛り込
まれた地方税法施行令の改正が平成30年３月に行なわれました。
　村においても平成30年度分の国保税より以下２点の改正を行ないます。
　なお、国民健康保険税率については、改定はありません。

・軽減措置の改正について
　軽減措置とは、所得に応じて、国保税の均等割（１人当たり課税）及び平等割（１世帯当たり課税）
を一定割合（７割・５割・２割）軽減する制度（低所得者対策）のことです。

・課税限度額の引上げについて
　課税限度額とは、納税義務者（１世帯）に課税される年間の限度額のことです。

山形村国民健康保険よりお知らせ
国民健康保険税の改正をします

改　正

改正なし

改 正 前

改 正 後

改 正 前

改 正 後

　　軽減基準（世帯主及び国保加入者の合計所得）

33万円以下

33万円＋27万円×（国保加入者数）以下

33万円＋27.5万円×（国保加入者数）以下

33万円＋49万円×（国保加入者数）以下

33万円＋50万円×（国保加入者数）以下

軽減種別

７割軽減

５割軽減

２割軽減

区　　分

医療分（０～74歳まで）

後期分（０～74歳まで）

介護分（40～64歳まで）

合　　計

限度額引上げ前

54万円

19万円

16万円

89万円

限度額引上げ後

58万円

19万円

16万円

93万円

増加額

４万円

変更なし

変更なし

４万円
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お問い合わせ　保健福祉課（保健福祉センター いちいの里内）　☎97－2100

いちいの里から こんにちは！いちいの里から こんにちは！

血糖とは…
　食事（糖質）を取ると胃で消化されてブドウ糖になり、腸で吸収されて血液中
に供給されて、血糖になります。血糖はすい臓から分泌されたインスリンによっ
て、全身の細胞のエネルギー源として使われますが、血糖が増えすぎてしまうと
体の中で異常をきたします。

高血糖状態が続くと…

　
　血糖が増えすぎて、インスリンの量に対する割合が増えた状態を高血糖といいます。増えすぎた血糖は、
全身の血管を傷つけ細小血管障害や動脈硬化等の様々な合併症を引き起こします。特徴のある症状（口渇・
多飲・多尿・体重減少・易疲労感…）以外は、自覚症状はほとんどありません。
　血糖値が100mg/dl以上の場合は生活改善が必要です。
　みなさん、健診結果で自分の血糖値を確認してみましょう。

糖尿病・予備軍が増え続けています

地域おこし
協力隊通信
№6

お知らせとご報告

　５月に地域おこし協力隊の初任者研
修が２泊３日で行なわれ、参加してき
ました。
　全国各地、北は北海道、南は鹿児島

県から総勢132名が集まり、グループワーク中心の研
修が行なわれました。地域ごとに課題があり、一筋縄で
はいかない厳しさと面白さ、そして挑戦があるので、み
んなイキイキしていました。そんな中にいたせいか、い
い刺激にもなり、様々な意見や議論があり、とても参
考になりました。そして、年も環境も場所も違います
が、ある意味、同期という仲間・同志ができたと思い
ます。
　これから、２年６ヶ月あります。山形村に全力を尽く

していきたいと思います。
　６月に30・40代向け携帯電話・スマートフォン講座
を開催しました。
　毎週水曜日に４日間にわたって行ない、内容は
「Googleサービス」「アプリの安全な使い方」「オスス
メのアプリ」「おトクな設定や方法」「番外編」でした。
　やはり、知っているようで知らないものが多かったよ
うで、参加者の方からは「勉強になる。」「そうなんだ。」
「へぇ～。」という声があり、好評だったようです。
　講座の中では携帯電話・スマートフォン以外の話もあ
り、パソコン向けの講座や年賀状作成講座もしてほし
い、という声がありました。お子様向けのGPS講座や
親子向けのスマートフォン講座など、特化した講座も今
後考えていこうと思います。

脳梗塞
糖尿病性網膜症

白内障

高血圧
脂質異常症

心筋梗塞

末梢神経障害 糖尿病性腎症

選挙に関する専門的な知識は必要ありません。
履歴書を村選挙管理委員会事務局（役場１番窓口）へ提出して申し込みをしてください。（申し込み締め切り：7月11日㈬）

お問い合わせ　村選挙管理委員会　☎98-3111

長野県知事選挙 期日前投票立会人、臨時職員の募集
採用期間 7月20日㈮～8月4日㈯ 勤務時間 8：30～20：00　勤務場所 山形村役場 １階ホール
職　種

期日前投票
立会人

臨時職員

・投票所の立会い
・選挙が適正に執行されるかの確認
投票用紙の交付等事務

業　務　内　容

立会人・臨時職員含め
若干名

募集人員

日額 9,500円

時給　840円

賃金等

　近年、アレチウリを始め、特定外来植物が繁茂し、在来植物の生態系を脅かす存在になってきており、村
も例外でなく、特定外来植物の発生域が広がっております。
　そこで、次のとおり駆除研修会を計画しましたので、ぜひご参加ください。
１．開催日時　７月13日㈮　午前９時から午前10時30分まで
２．集合場所　山形なろう原公園駐車場
３．日　　程　午前９時　　　　　受付開始
　　　　　　　　　９時15分　　　駆除講習・駆除実習
　　　　　　　　　10時30分　　　終了
４．申し込み等　申し込み不要。どなたでもご参加いただけます。
５．留意事項　・実際に駆除作業を実施しますので、作業服（長袖）、帽子および長靴を着用してください。
　　　　　　　・アレチウリには細かいトゲがあります。ゴム製の軍手等手袋をご持参ください。
６．そ の 他　小雨決行ですが、悪天候による中止の場合は、当日の午前７時に告知放送により周知します。

アレチウリ駆除研修会の開催について

アレチウリ アレチウリ繁茂状態

お問い合わせ　住民課　☎98-3112

主催：山形村

※庭木がはみ出していることが原因で事故が発生した場合は、所
有者の方が責任を問われることがあります（民法第717条）。
※はみ出している庭木は、土地所有者に所有権があるため、村が
剪定することができません（民法第233条）。
※作業中は、通行車両・歩行者等の安全確保に十分なご配慮をお
願いします。

道路に張り出している庭木の　　　　
　　　　　　剪定をお願いします

道路に張り出している庭木の　　　　
　　　　　　剪定をお願いします
庭木の剪定をして、道路や歩道へ
　　はみ出さないよう適切な管理をしましょう。

お問い合わせ　建設水道課　☎98-5667

剪定をお願いする
部分です

剪定前 剪定後

私有地 歩 道 私有地車 道
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お問い合わせ　保健福祉課（保健福祉センター いちいの里内）　☎97－2100

いちいの里から こんにちは！いちいの里から こんにちは！

血糖とは…
　食事（糖質）を取ると胃で消化されてブドウ糖になり、腸で吸収されて血液中
に供給されて、血糖になります。血糖はすい臓から分泌されたインスリンによっ
て、全身の細胞のエネルギー源として使われますが、血糖が増えすぎてしまうと
体の中で異常をきたします。

高血糖状態が続くと…

　
　血糖が増えすぎて、インスリンの量に対する割合が増えた状態を高血糖といいます。増えすぎた血糖は、
全身の血管を傷つけ細小血管障害や動脈硬化等の様々な合併症を引き起こします。特徴のある症状（口渇・
多飲・多尿・体重減少・易疲労感…）以外は、自覚症状はほとんどありません。
　血糖値が100mg/dl以上の場合は生活改善が必要です。
　みなさん、健診結果で自分の血糖値を確認してみましょう。

糖尿病・予備軍が増え続けています

地域おこし
協力隊通信
№6

お知らせとご報告

　５月に地域おこし協力隊の初任者研
修が２泊３日で行なわれ、参加してき
ました。
　全国各地、北は北海道、南は鹿児島

県から総勢132名が集まり、グループワーク中心の研
修が行なわれました。地域ごとに課題があり、一筋縄で
はいかない厳しさと面白さ、そして挑戦があるので、み
んなイキイキしていました。そんな中にいたせいか、い
い刺激にもなり、様々な意見や議論があり、とても参
考になりました。そして、年も環境も場所も違います
が、ある意味、同期という仲間・同志ができたと思い
ます。
　これから、２年６ヶ月あります。山形村に全力を尽く

していきたいと思います。
　６月に30・40代向け携帯電話・スマートフォン講座
を開催しました。
　毎週水曜日に４日間にわたって行ない、内容は
「Googleサービス」「アプリの安全な使い方」「オスス
メのアプリ」「おトクな設定や方法」「番外編」でした。
　やはり、知っているようで知らないものが多かったよ
うで、参加者の方からは「勉強になる。」「そうなんだ。」
「へぇ～。」という声があり、好評だったようです。
　講座の中では携帯電話・スマートフォン以外の話もあ
り、パソコン向けの講座や年賀状作成講座もしてほし
い、という声がありました。お子様向けのGPS講座や
親子向けのスマートフォン講座など、特化した講座も今
後考えていこうと思います。

脳梗塞
糖尿病性網膜症

白内障

高血圧
脂質異常症

心筋梗塞

末梢神経障害 糖尿病性腎症

選挙に関する専門的な知識は必要ありません。
履歴書を村選挙管理委員会事務局（役場１番窓口）へ提出して申し込みをしてください。（申し込み締め切り：7月11日㈬）

お問い合わせ　村選挙管理委員会　☎98-3111

長野県知事選挙 期日前投票立会人、臨時職員の募集
採用期間 7月20日㈮～8月4日㈯ 勤務時間 8：30～20：00　勤務場所 山形村役場 １階ホール
職　種

期日前投票
立会人

臨時職員

・投票所の立会い
・選挙が適正に執行されるかの確認
投票用紙の交付等事務

業　務　内　容

立会人・臨時職員含め
若干名

募集人員

日額 9,500円

時給　840円

賃金等

　近年、アレチウリを始め、特定外来植物が繁茂し、在来植物の生態系を脅かす存在になってきており、村
も例外でなく、特定外来植物の発生域が広がっております。
　そこで、次のとおり駆除研修会を計画しましたので、ぜひご参加ください。
１．開催日時　７月13日㈮　午前９時から午前10時30分まで
２．集合場所　山形なろう原公園駐車場
３．日　　程　午前９時　　　　　受付開始
　　　　　　　　　９時15分　　　駆除講習・駆除実習
　　　　　　　　　10時30分　　　終了
４．申し込み等　申し込み不要。どなたでもご参加いただけます。
５．留意事項　・実際に駆除作業を実施しますので、作業服（長袖）、帽子および長靴を着用してください。
　　　　　　　・アレチウリには細かいトゲがあります。ゴム製の軍手等手袋をご持参ください。
６．そ の 他　小雨決行ですが、悪天候による中止の場合は、当日の午前７時に告知放送により周知します。

アレチウリ駆除研修会の開催について

アレチウリ アレチウリ繁茂状態

お問い合わせ　住民課　☎98-3112

主催：山形村

※庭木がはみ出していることが原因で事故が発生した場合は、所
有者の方が責任を問われることがあります（民法第717条）。
※はみ出している庭木は、土地所有者に所有権があるため、村が
剪定することができません（民法第233条）。

※作業中は、通行車両・歩行者等の安全確保に十分なご配慮をお
願いします。

道路に張り出している庭木の　　　　
　　　　　　剪定をお願いします

道路に張り出している庭木の　　　　
　　　　　　剪定をお願いします
庭木の剪定をして、道路や歩道へ
　　はみ出さないよう適切な管理をしましょう。

お問い合わせ　建設水道課　☎98-5667

剪定をお願いする
部分です

剪定前 剪定後

私有地 歩 道 私有地車 道
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松
本
市
立
病
院
で
は
、
私
た
ち
と
一
緒
に
働

い
て
い
た
だ
け
る
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
市
立
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
職
種　
非
常
勤
職
員
（
調
理
員
・
看
護
補
助

　
　
　
　
者
・
夜
間
専
従
看
護
師
）

●
勤
務
内
容　
交
代
勤
務
あ
り
。
非
常
勤
職
員

　
　
　
　
の
調
理
員
及
び
介
護
員
は
短
時
間
勤

　
　
　
　
務
も
可

●
受
験
資
格　
昭
和
43
年
４
月
２
日
以
降
に
生

　
　
　
　
ま
れ
た
方
。
夜
間
専
従
看
護
師
は
看

　
　
　
　
護
師
の
専
門
課
程
を
卒
業
し
、
既
に

　
　
　
　
看
護
師
の
国
家
資
格
試
験
に
よ
る
当

　
　
　
　
該
資
格
を
取
得
し
て
い
る
人
。
調
理

　
　
　
　
員
及
び
看
護
補
助
者
に
つ
い
て
は
資

　
　
　
　
格
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
給
与　
規
定
に
よ
る
。
時
間
給
（
年
2.6
月
程

　
　
　
　
度
の
賞
与
あ
り
）。

●
資
格
取
得
支
援　
松
本
市
立
病
院
で
は
、
介

　
　
　
　
護
員
に
介
護
職
の
資
格
取
得
支
援
を

　
　
　
　
行
な
っ
て
い
ま
す
。
働
き
な
が
ら
介

　
　
　
　
護
福
祉
士
を
目
指
せ
ま
す
。

●
勤
務
場
所　
松
本
市
立
病
院

●
募
集
人
数　
各
職
種
と
も
若
干
名

●
応
募
期
間　
随
時
募
集

●
試
験
日　
応
募
あ
り
次
第
随
時

●
試
験
内
容　
面
接
試
験

●
お
問
い
合
わ
せ

　
松
本
市
立
病
院　
☎
92―

３
０
２
７

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
92―

３
４
４
０

　
松
塩
安
筑
老
人
福
祉
施
設
組
合
で
は
、
養
護

老
人
ホ
ー
ム 

温
心
寮
に
勤
務
す
る
職
員
を
募

集
し
ま
す
。

●
職
種
・
資
格
・
採
用
予
定
人
数

　
▼
職
種　
介
護
職
員
（
嘱
託
・
臨
時
）

　
▼
資
格　
普
通
自
動
車
免
許
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル

　
　
　
　
　
パ
ー
２
級
ま
た
は
介
護
職
員
初
任

　
　
　
　
　
者
研
修
修
了
以
上
の
資
格
取
得
者

　
　
　
　
　
を
希
望
し
ま
す
。

　
▼
採
用
予
定
人
数　
若
干
名　

●
勤
務
地　
松
本
市
波
田
６
８
５
７
番
地

　
　
　
　
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム　
温
心
寮

●
受
付
期
間　
随
時

●
選
考
試
験
日　
随
時

●
申
し
込
み

　
温
心
寮
に
あ
る
組
合
所
定
の
申
込
書
に
必
要

　
事
項
を
記
入
し
て
、
同
施
設
へ
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム　
温
心
寮

　
☎
92―

１
０
２
０

　
土
地
の
境
界
に
関
す
る
悩
み
や
登
記
手
続
き

に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
土
地
家
屋
調
査
士
に
よ

る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
７
月
28
日
㈯

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

●
会
場　
中
町
・
蔵
シ
ッ
ク
館

　
　
　
　
　
（
松
本
市
中
央
２
丁
目
９
番
15
号
）

●
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
長
野
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
事
務
局

　
☎
０
２
６―

２
３
２―

４
５
６
６

　
パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ
ト
、競
馬
な
ど
の
ギ
ャ
ン

ブ
ル
を
〝
や
め
た
く
て
も
、
や
め
ら
れ
な
い
〞

そ
れ
は
依
存
症
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ギ
ャ
ン
ブ

ル
依
存
症
を
病
気
と
し
て
理
解
し
、
正
し
い
対

応
を
学
ぶ
た
め
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　
７
月
17
日
㈫　
午
後
２
時
〜
４
時

　
　
　
　
　
（
受
付　
午
後
１
時
30
分
〜
）

●
テ
ー
マ

　
正
し
く
知
ろ
う
！
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
の
こ
と

●
講
師

　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
回
復
施
設　
一
般
社
団

　
法
人　
本
部
広
報
担
当　
植
竹　
淳　
氏

　
回
復
施
設
利
用
者　
当
事
者

●
会
場　
長
野
県
松
本
合
庁　
２
階　
測
定
室

●
参
加
費　
無
料

●
定
員　
40
名

●
申
し
込
み
締
め
切
り　
７
月
９
日
㈪

●
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
松
本
保
健
福
祉
事
務
所

　
☎
40―

１
９
３
８

●
採
用
予
定
日　
平
成
31
年
４
月
１
日

●
受
験
資
格

　
次
の
い
ず
れ
の
条
件
も
満
た
す
方

　
①
昭
和
34
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

　
②
看
護
師
免
許
ま
た
は
助
産
師
免
許
を
有
す

　
　
る
方 

　
（
来
春
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
方
を
含
む)

●
試
験
日　
８
月
26
日
㈰

●
試
験
会
場　
長
野
市

●
申
し
込
み
締
め
切
り

　
８
月
６
日
㈪
必
着

●
お
問
い
合
わ
せ

　
地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構　

　
本
部
事
務
局
人
事
課　
採
用
担
当

　
☎
０
１
２
０―
１
７
３―

３
１
４

　
土
地
の
境
界
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
手
段
に

つ
い
て
、
解
決
手
段
の
提
示
並
び
に
当
該
手
段

の
概
要
（
費
用
、
効
果
及
び
処
理
期
間
等
）
及

び
利
用
方
法
に
つ
い
て
、
合
同
相
談
会
を
開
設

し
て
い
ま
す
。

●
相
談
会
場
及
び
相
談
日
時

　
⑴　
長
野
地
方
法
務
局

　
　
（
長
野
市
大
字
長
野
旭
町
１
１
０
８
番
地
）

　
　
　
毎
月　
第
３
木
曜
日

　
　
（
祝
日
の
場
合
は
、
翌
日
金
曜
日
）

　
⑵　
長
野
地
方
法
務
局
松
本
支
局

　
　
（
松
本
市
沢
村
２
丁
目
12
番
46
号
）

　
　
　
偶
数
月　
第
４
木
曜
日

　
　
（
祝
日
の
場
合
は
、
翌
日
金
曜
日
）

　※

い
ず
れ
の
相
談
会
場
も
、
午
後
２
時
か
ら

　
　
１
時
間
単
位（
２
時
〜
、３
時
〜
、４
時
〜
）

　※

相
談
日
の
前
々
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
予

　
　
約
が
必
要
で
す
。

●
相
談
費
用

　
無
料

●
相
談
員

　
法
務
局
職
員
、
土
地
家
屋
調
査
士

●
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
長
野
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部
門　
地
図

　
整
備
・
筆
界
特
定
室

　
☎
０
２
６―

２
３
５―

６
６
４
２

松
本
市
立
病
院
ス
タ
ッ
フ
募
集

養
護
老
人
ホ
ー
ム

　温
心
寮
の
職
員
募
集

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
講
演
会
の
お
知
ら
せ

地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構

看
護
職
員（
看
護
師・助
産
師
）募
集

筆
界
特
定・境
界
A
D
R
合
同
相
談
会

全
国
一
斉
不
動
産
表
示
登
記
無
料
相
談
会

掲
示
板

掲
示
板

　
毎
年
六
月
第
二
週
を
「
危
険
物
安
全
週

間
」
と
し
、
事
業
所
の
自
主
保
安
体
制
の
確

立
、
住
民
の
皆
さ
ん
へ
危
険
物
に
対
す
る
意

識
の
高
揚
と
啓
発
を
図
っ
て
い
ま
す
。

☆
平
成
30
年
度

　「危
険
物
安
全
週
間
推
進
標
語
」

　
　こ
の
一
球

　
　
　
　
　届
け
無
事
故
へ

　
　
　
　
　
　
　
　み
ん
な
の
願
い

ガ
ソ
リ
ン
等
の
取
扱
い
及
び
保
管

「
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
ガ
ソ
リ
ン

　
　
　
　や
軽
油
を
容
器
で
購
入
す
る
際
」

◎
消
防
法
令
の
基
準
に
適
合
し
た
容
器
で
購
入
し
適

正
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
灯
油
用
ポ
リ
容

器
に
ガ
ソ
リ
ン
を
入
れ
る
こ
と
は
厳
禁
で
す
。

◎
セ
ル
フ
ス
タ
ン
ド
で
、
利
用
客
が
自
ら
ガ
ソ
リ
ン

を
容
器
に
給
油
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
セ
ル
フ
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　適
切
な
給
油
方
法
」

○
給
油
開
始
直
前
に
静
電
気
除
去
シ
ー
ト
に
触
れ

る
。

○
給
油
ノ
ズ
ル
を
給
油
口
の
止
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
確

実
に
差
し
込
む
。

○
給
油
ノ
ズ
ル
の
レ
バ
ー
を
引
き
自
動
的
に
給
油
が

止
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
以
上
の
注
ぎ
足
し
給
油
は
し

な
い
。（
漏
洩
危
険
）

○
給
油
後
、
給
油
ノ
ズ
ル
を
確
実
に
元
の
位
置
に
戻

し
、
車
の
給
油
口
キ
ャ
ッ
プ
を
確
実
に
閉
じ
る
。

　少
量
危
険
物
を
貯
蔵
・

　
　取
扱
う
場
合
の
届
出
に
つ
い
て

　
危
険
物
を
貯
蔵
取
扱
い
す
る
場
合
、
消
防
署
へ
届

出
を
要
す
る
量
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
事
業
所
（
店
舗
、
工
場
、
会
社
な
ど
）
と

家
庭
で
は
、
届
出
を
要
す
る
量
が
違
い
ま
す
。

防
災
だ
よ
り
○230
松
本
広
域
消
防
局

山
形
消
防
署

☎
98
|

4
4
5
5

山
形
消
防
署

☎
25
|

０
１
１
９

松
本
広
域
消
防
局
予
防
課

「
危
険
物
の
取
扱
い
注
意
！
」

◆
店
舗
、
工
場
、
会
社
な
ど
の
事
業
所
で
危
険
物
を
貯
蔵
・
取

　
扱
う
場
合
の
届
出
を
要
す
る
量

危
険
物
名
　
　
　
　
　
タ
ン
ク
の
容
量

ガ
ソ
リ
ン　
40
リ
ッ
ト
ル
以
上
２
０
０
リ
ッ
ト
ル
未
満

灯
油
・
軽
油　
２
０
０
リ
ッ
ト
ル
以
上
１
、０
０
０
リ
ッ
ト
ル
未
満

重　
　
　
油　
４
０
０
リ
ッ
ト
ル
以
上
２
、０
０
０
リ
ッ
ト
ル
未
満

◆
家
庭
で
危
険
物
を
貯
蔵
・
取
扱
う
場
合
の
届
出
を
要
す
る
量

危
険
物
名
　
　
　
　
　
タ
ン
ク
の
容
量

ガ
ソ
リ
ン　
1
0
0
リ
ッ
ト
ル
以
上
2
0
0
リ
ッ
ト
ル
未
満

灯
油
・
軽
油　
5
0
0
リ
ッ
ト
ル
以
上
1
、0
0
0
リ
ッ
ト
ル
未
満

重　
　
　
油　
1
、0
0
0
リ
ッ
ト
ル
以
上
2
、0
0
0
リ
ッ
ト
ル
未
満

不
明
な
点
は
、
次
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

安全で、おいしい水道水を
　　　　 皆さまのご家庭にお届けするために

水源
導水管 沈殿池 浄水場

ポンプ 家庭

配水管
送水管

配水池

水が通る長い道のり（水源から各ご家庭の蛇口まで）をあらわすイメージ図

皆さまのご家庭で、水道の蛇口をひねれば、すぐに水が出ます。
この“あたりまえ”をこれからもずっと守り続けます。

 
　水源から浄水場へつなぐ導水管、浄水場から配水池まで水を送るポンプや送水管、配水池から皆さまのご家
庭まで届ける配水管など、村ではさまざまな水道施設を維持管理し、また水質などを厳しく管理して、おいし
い水道水をお届けしています。
　皆さまからの水道料金は、『安全で、おいしい水道水をつくり、お届けする』ための費用に使わせていただい
ております。
　村の水道施設や水道管などは昭和30年代から維持・管理され、使い続けています。これから将来にわたり変
わらず使い続けていくためにかかる維持管理費はもちろんのこと、老朽化した施設や水道管などの更新費用も
貯えておかなければなりません。
　村の水道事業は、皆さまからの水道料金をもとに、今後も独立採算制による健全経営の維持に努めてまいり
ますので、引き続き皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　※水道料金は、毎月指定された期日までに遅延することなく納付しましょう。
　※漏水（水もれ）防止のために管理は大切です
　メーターボックスならびに蛇口や給水管などの給水装置は大切な財産です。各ご家庭で日頃から点検・管理
を心がけましょう。

お問い合わせ　建設水道課　☎98-5667
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松
本
市
立
病
院
で
は
、
私
た
ち
と
一
緒
に
働

い
て
い
た
だ
け
る
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
市
立
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
職
種　
非
常
勤
職
員
（
調
理
員
・
看
護
補
助

　
　
　
　
者
・
夜
間
専
従
看
護
師
）

●
勤
務
内
容　
交
代
勤
務
あ
り
。
非
常
勤
職
員

　
　
　
　
の
調
理
員
及
び
介
護
員
は
短
時
間
勤

　
　
　
　
務
も
可

●
受
験
資
格　
昭
和
43
年
４
月
２
日
以
降
に
生

　
　
　
　
ま
れ
た
方
。
夜
間
専
従
看
護
師
は
看

　
　
　
　
護
師
の
専
門
課
程
を
卒
業
し
、
既
に

　
　
　
　
看
護
師
の
国
家
資
格
試
験
に
よ
る
当

　
　
　
　
該
資
格
を
取
得
し
て
い
る
人
。
調
理

　
　
　
　
員
及
び
看
護
補
助
者
に
つ
い
て
は
資

　
　
　
　
格
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
給
与　
規
定
に
よ
る
。
時
間
給
（
年
2.6
月
程

　
　
　
　
度
の
賞
与
あ
り
）。

●
資
格
取
得
支
援　
松
本
市
立
病
院
で
は
、
介

　
　
　
　
護
員
に
介
護
職
の
資
格
取
得
支
援
を

　
　
　
　
行
な
っ
て
い
ま
す
。
働
き
な
が
ら
介

　
　
　
　
護
福
祉
士
を
目
指
せ
ま
す
。

●
勤
務
場
所　
松
本
市
立
病
院

●
募
集
人
数　
各
職
種
と
も
若
干
名

●
応
募
期
間　
随
時
募
集

●
試
験
日　
応
募
あ
り
次
第
随
時

●
試
験
内
容　
面
接
試
験

●
お
問
い
合
わ
せ

　
松
本
市
立
病
院　
☎
92―

３
０
２
７

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
92―

３
４
４
０

　
松
塩
安
筑
老
人
福
祉
施
設
組
合
で
は
、
養
護

老
人
ホ
ー
ム 

温
心
寮
に
勤
務
す
る
職
員
を
募

集
し
ま
す
。

●
職
種
・
資
格
・
採
用
予
定
人
数

　
▼
職
種　
介
護
職
員
（
嘱
託
・
臨
時
）

　
▼
資
格　
普
通
自
動
車
免
許
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル

　
　
　
　
　
パ
ー
２
級
ま
た
は
介
護
職
員
初
任

　
　
　
　
　
者
研
修
修
了
以
上
の
資
格
取
得
者

　
　
　
　
　
を
希
望
し
ま
す
。

　
▼
採
用
予
定
人
数　
若
干
名　

●
勤
務
地　
松
本
市
波
田
６
８
５
７
番
地

　
　
　
　
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム　
温
心
寮

●
受
付
期
間　
随
時

●
選
考
試
験
日　
随
時

●
申
し
込
み

　
温
心
寮
に
あ
る
組
合
所
定
の
申
込
書
に
必
要

　
事
項
を
記
入
し
て
、
同
施
設
へ
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム　
温
心
寮

　
☎
92―

１
０
２
０

　
土
地
の
境
界
に
関
す
る
悩
み
や
登
記
手
続
き

に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
土
地
家
屋
調
査
士
に
よ

る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
７
月
28
日
㈯

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

●
会
場　
中
町
・
蔵
シ
ッ
ク
館

　
　
　
　
　
（
松
本
市
中
央
２
丁
目
９
番
15
号
）

●
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
長
野
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
事
務
局

　
☎
０
２
６―

２
３
２―

４
５
６
６

　
パ
チ
ン
コ
や
ス
ロ
ッ
ト
、競
馬
な
ど
の
ギ
ャ
ン

ブ
ル
を
〝
や
め
た
く
て
も
、
や
め
ら
れ
な
い
〞

そ
れ
は
依
存
症
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ギ
ャ
ン
ブ

ル
依
存
症
を
病
気
と
し
て
理
解
し
、
正
し
い
対

応
を
学
ぶ
た
め
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　
７
月
17
日
㈫　
午
後
２
時
〜
４
時

　
　
　
　
　
（
受
付　
午
後
１
時
30
分
〜
）

●
テ
ー
マ

　
正
し
く
知
ろ
う
！
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
の
こ
と

●
講
師

　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
回
復
施
設　
一
般
社
団

　
法
人　
本
部
広
報
担
当　
植
竹　
淳　
氏

　
回
復
施
設
利
用
者　
当
事
者

●
会
場　
長
野
県
松
本
合
庁　
２
階　
測
定
室

●
参
加
費　
無
料

●
定
員　
40
名

●
申
し
込
み
締
め
切
り　
７
月
９
日
㈪

●
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
松
本
保
健
福
祉
事
務
所

　
☎
40―

１
９
３
８

●
採
用
予
定
日　
平
成
31
年
４
月
１
日

●
受
験
資
格

　
次
の
い
ず
れ
の
条
件
も
満
た
す
方

　
①
昭
和
34
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

　
②
看
護
師
免
許
ま
た
は
助
産
師
免
許
を
有
す

　
　
る
方 

　
（
来
春
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
方
を
含
む)

●
試
験
日　
８
月
26
日
㈰

●
試
験
会
場　
長
野
市

●
申
し
込
み
締
め
切
り

　
８
月
６
日
㈪
必
着

●
お
問
い
合
わ
せ

　
地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構　

　
本
部
事
務
局
人
事
課　
採
用
担
当

　
☎
０
１
２
０―

１
７
３―

３
１
４

　
土
地
の
境
界
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
手
段
に

つ
い
て
、
解
決
手
段
の
提
示
並
び
に
当
該
手
段

の
概
要
（
費
用
、
効
果
及
び
処
理
期
間
等
）
及

び
利
用
方
法
に
つ
い
て
、
合
同
相
談
会
を
開
設

し
て
い
ま
す
。

●
相
談
会
場
及
び
相
談
日
時

　
⑴　
長
野
地
方
法
務
局

　
　
（
長
野
市
大
字
長
野
旭
町
１
１
０
８
番
地
）

　
　
　
毎
月　
第
３
木
曜
日

　
　
（
祝
日
の
場
合
は
、
翌
日
金
曜
日
）

　
⑵　
長
野
地
方
法
務
局
松
本
支
局

　
　
（
松
本
市
沢
村
２
丁
目
12
番
46
号
）

　
　
　
偶
数
月　
第
４
木
曜
日

　
　
（
祝
日
の
場
合
は
、
翌
日
金
曜
日
）

　※

い
ず
れ
の
相
談
会
場
も
、
午
後
２
時
か
ら

　
　
１
時
間
単
位（
２
時
〜
、３
時
〜
、４
時
〜
）

　※

相
談
日
の
前
々
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
予

　
　
約
が
必
要
で
す
。

●
相
談
費
用

　
無
料

●
相
談
員

　
法
務
局
職
員
、
土
地
家
屋
調
査
士

●
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
長
野
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部
門　
地
図

　
整
備
・
筆
界
特
定
室

　
☎
０
２
６―

２
３
５―

６
６
４
２

松
本
市
立
病
院
ス
タ
ッ
フ
募
集

養
護
老
人
ホ
ー
ム

　温
心
寮
の
職
員
募
集

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
講
演
会
の
お
知
ら
せ

地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構

看
護
職
員（
看
護
師・助
産
師
）募
集

筆
界
特
定・境
界
A
D
R
合
同
相
談
会

全
国
一
斉
不
動
産
表
示
登
記
無
料
相
談
会

掲
示
板

掲
示
板

　
毎
年
六
月
第
二
週
を
「
危
険
物
安
全
週

間
」
と
し
、
事
業
所
の
自
主
保
安
体
制
の
確

立
、
住
民
の
皆
さ
ん
へ
危
険
物
に
対
す
る
意

識
の
高
揚
と
啓
発
を
図
っ
て
い
ま
す
。

☆
平
成
30
年
度

　「危
険
物
安
全
週
間
推
進
標
語
」

　
　こ
の
一
球

　
　
　
　
　届
け
無
事
故
へ

　
　
　
　
　
　
　
　み
ん
な
の
願
い

ガ
ソ
リ
ン
等
の
取
扱
い
及
び
保
管

「
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
ガ
ソ
リ
ン

　
　
　
　や
軽
油
を
容
器
で
購
入
す
る
際
」

◎
消
防
法
令
の
基
準
に
適
合
し
た
容
器
で
購
入
し
適

正
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
灯
油
用
ポ
リ
容

器
に
ガ
ソ
リ
ン
を
入
れ
る
こ
と
は
厳
禁
で
す
。

◎
セ
ル
フ
ス
タ
ン
ド
で
、
利
用
客
が
自
ら
ガ
ソ
リ
ン

を
容
器
に
給
油
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
セ
ル
フ
ス
タ
ン
ド
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　適
切
な
給
油
方
法
」

○
給
油
開
始
直
前
に
静
電
気
除
去
シ
ー
ト
に
触
れ

る
。

○
給
油
ノ
ズ
ル
を
給
油
口
の
止
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
確

実
に
差
し
込
む
。

○
給
油
ノ
ズ
ル
の
レ
バ
ー
を
引
き
自
動
的
に
給
油
が

止
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
以
上
の
注
ぎ
足
し
給
油
は
し

な
い
。（
漏
洩
危
険
）

○
給
油
後
、
給
油
ノ
ズ
ル
を
確
実
に
元
の
位
置
に
戻

し
、
車
の
給
油
口
キ
ャ
ッ
プ
を
確
実
に
閉
じ
る
。

　少
量
危
険
物
を
貯
蔵
・

　
　取
扱
う
場
合
の
届
出
に
つ
い
て

　
危
険
物
を
貯
蔵
取
扱
い
す
る
場
合
、
消
防
署
へ
届

出
を
要
す
る
量
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
事
業
所
（
店
舗
、
工
場
、
会
社
な
ど
）
と

家
庭
で
は
、
届
出
を
要
す
る
量
が
違
い
ま
す
。

防
災
だ
よ
り
○230
松
本
広
域
消
防
局

山
形
消
防
署

☎
98
|

4
4
5
5

山
形
消
防
署

☎
25
|

０
１
１
９

松
本
広
域
消
防
局
予
防
課

「
危
険
物
の
取
扱
い
注
意
！
」

◆
店
舗
、
工
場
、
会
社
な
ど
の
事
業
所
で
危
険
物
を
貯
蔵
・
取

　
扱
う
場
合
の
届
出
を
要
す
る
量

危
険
物
名
　
　
　
　
　
タ
ン
ク
の
容
量

ガ
ソ
リ
ン　
40
リ
ッ
ト
ル
以
上
２
０
０
リ
ッ
ト
ル
未
満

灯
油
・
軽
油　
２
０
０
リ
ッ
ト
ル
以
上
１
、０
０
０
リ
ッ
ト
ル
未
満

重　
　
　
油　
４
０
０
リ
ッ
ト
ル
以
上
２
、０
０
０
リ
ッ
ト
ル
未
満

◆
家
庭
で
危
険
物
を
貯
蔵
・
取
扱
う
場
合
の
届
出
を
要
す
る
量

危
険
物
名
　
　
　
　
　
タ
ン
ク
の
容
量

ガ
ソ
リ
ン　
1
0
0
リ
ッ
ト
ル
以
上
2
0
0
リ
ッ
ト
ル
未
満

灯
油
・
軽
油　
5
0
0
リ
ッ
ト
ル
以
上
1
、0
0
0
リ
ッ
ト
ル
未
満

重　
　
　
油　
1
、0
0
0
リ
ッ
ト
ル
以
上
2
、0
0
0
リ
ッ
ト
ル
未
満

不
明
な
点
は
、
次
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

安全で、おいしい水道水を
　　　　 皆さまのご家庭にお届けするために

水源
導水管 沈殿池 浄水場

ポンプ 家庭

配水管
送水管

配水池

水が通る長い道のり（水源から各ご家庭の蛇口まで）をあらわすイメージ図

皆さまのご家庭で、水道の蛇口をひねれば、すぐに水が出ます。
この“あたりまえ”をこれからもずっと守り続けます。

 
　水源から浄水場へつなぐ導水管、浄水場から配水池まで水を送るポンプや送水管、配水池から皆さまのご家
庭まで届ける配水管など、村ではさまざまな水道施設を維持管理し、また水質などを厳しく管理して、おいし
い水道水をお届けしています。
　皆さまからの水道料金は、『安全で、おいしい水道水をつくり、お届けする』ための費用に使わせていただい
ております。
　村の水道施設や水道管などは昭和30年代から維持・管理され、使い続けています。これから将来にわたり変
わらず使い続けていくためにかかる維持管理費はもちろんのこと、老朽化した施設や水道管などの更新費用も
貯えておかなければなりません。
　村の水道事業は、皆さまからの水道料金をもとに、今後も独立採算制による健全経営の維持に努めてまいり
ますので、引き続き皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　※水道料金は、毎月指定された期日までに遅延することなく納付しましょう。
　※漏水（水もれ）防止のために管理は大切です
　メーターボックスならびに蛇口や給水管などの給水装置は大切な財産です。各ご家庭で日頃から点検・管理
を心がけましょう。

お問い合わせ　建設水道課　☎98-5667



※都合により番組内容・放送日程が変更になる場合があります。YCSYCS

この印刷物は植物油インキおよび
再生紙を使用しています。
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番組表

男女共同参画

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画」
を実現するためには、政府や地方公共団体だけでな
く、みなさん一人ひとりの取組が必要です。私たちの
まわりの男女のパートナーシップについて、この機会
に考えてみませんか？

「男女共同参画週間」
6/23（土）～6/29（金）

平成30年度キャッチフレーズ
「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」

時間：午後１時30分～３時30分
会場：保健福祉センター いちいの里
　　　談話室

行政心配ごと相談
7月20日（金）

夜間窓口開設日
7月１7日（火）・31日（火）

午後8時まで　　出入口：正面玄関
業務内容
　・戸籍・住民票の謄本及び抄本の発行
　・印鑑登録、印鑑証明書の発行
　・税金・各種料金等の納付
　・所得証明書等の発行
　・公図閲覧
　・125cc以下のバイクの登録・廃車
　・水道開閉栓の届出

村税等納期限
7月２5日（水）

固定資産税第２期、国民健康保険税第１期 
後期高齢者医療保険料第１期、介護保険料第１期
　口座振替の方は、預金残高を確認して振替ができるように、
また現金納付の方は、お手元の納付書により納め忘れのないよ
うにしてください。

※税金、料金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャンボミ
ニ」が、全国で２種類同時発売されます。
（どちらも１枚300円）

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいま
ちづくりに使われます。
村でもこれまでにこの収益金を活用して、コミュ
ニティ施設の整備等が行なわれています。
宝くじは長野県内の宝くじ売り場で購入しましょ
う。

今年もサマージャンボの　　
　季節がやってきました！！

発売期間︓平成30年７月９日（月）～８月３日（金）


